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広島県産業廃棄物埋立税条例の一部を改正する条例新旧対照表 
 

 改正後 改正前 

○広島県産業廃棄物埋立税条例 ○広島県産業廃棄物埋立税条例 

平成十四年七月五日条例第二十六号 平成十四年七月五日条例第二十六号

附 則 附 則 

（この条例の失効） （この条例の失効） 

７ この条例は、施行日から起算して二十年を経過した日に、その効力を失

う。 

７ この条例は、施行日から起算して十五年を経過した日に、その効力を失

う。 

  

 


